
当事務所は、起きてしまった法的トラブルを解決するだけでな

く、「法的トラブルに陥らないように事前に予防・準備するこ

と」「法律をより豊かなライフプラン・事業計画を実現するた

めに役立てること」も弁護士の重要な業務だと考えています。

そのため、日常的にご相談者の皆様とコミュニケーションを

取って、積極的に提案を行い、皆様のより良い将来の実現に

貢献することを目指しています。

起きてしまった法的トラブルに関するご相談はもちろん、将

来に対する予防・準備に関するご不安やお悩みがございまし

たら、いつでもお気軽にご相談ください。



認知症や精神病などにより判断能力が不十分になった方を援
助する制度。 判断能力の度合いにより「後見」「保佐」「補助」の
3つの種類に分けられる。

「相続」に対する事前準備とは、いわゆる一つの「終活」にあ
たり、「最期を迎える自身のための活動」と「残される家族
のための活動」の2つの目的があります。
「終活」は、自分の人生を振り返りつつ、自身と家族の「後顧
の憂い」をなくすため、そして、残さ
れた時間を明るく過ごすために行
う、人生の総決算の活動なのです。
「終活」の一つである「相続」の事前
準備をきちんとすませ、残りの時間
を前向きに過ごしませんか？

認知症などによって判断能力が不十分な方が不利益を受けない
ために、援助者をつけ財産管理を任せる制度として成年後見制度
があります。 
法定後見と任意後見の2つの制度があ
り、いずれも利用すべき状況が異なるた
め、当事務所ではご家庭の事情に合わ
せて最適なご提案をさせて頂きます。

判断能力が衰える前に予めご自身の後見人を定め将来に備
える制度。

遺言書はあなたの想いを伝える最後の方法です。
遺言書がないために残された家族同士で争いが起きてしまうこ
とも少なくありません。 
家族間での争いを防止できるのは「遺言者自身」です。
まずは「争続」防止のために、あなたの想いを形にして遺してみ
ませんか？

相続人に最低限保証されている相続割合のことを「遺留分」
といい、仮に遺言書などにより遺留分が侵害されている場合
でも、相続人にはそれを請求する権利があります。
ただし誰でも請求が可能となるわけではなく、また請求権に
は期限があるため、注意が必要です。

遺言書の作成には、法律で定められた要件があり、要件を満たして
いない場合は遺言自体が無効になる恐れがあります。
遺言書の作成は法律の専門家である弁護士へお任せください。

遺言書がない場合、誰がどの割合で遺産を相続するのか協議し決
める必要がありますが、この時に必要なのは正しい法的知識です。
正しい知識なく協議を進めてしまうとトラブルになる可能性
があり、また協議終了後に新たな相続人が発覚した場合、協
議のやり直しになる場合もあります。
トラブルなく分割を終えるためにも、事前に法律の専門家で
ある弁護士へご相談ください。

相続は誰にでもいつかは訪れるできごとです。
大切な人を失った悲しみが癒えないうちに始めなければな
らない手続きも多く、時間の余裕もないので不安に思う方
も少なくないでしょう。
しかし、あなたの大切な人が遺してく
れた貴重な財産を受け継ぐためには、
正しい手続きが必要です。
正しい手続きで、大切な人の想いを、
きちんと引き継ぎませんか？


